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＜ニュースの内容＞ 

◼ 令和６年能登半島地震に係る保育関係の災害対応について（周知）

（その７）が発出される（こども家庭庁、文部科学省） 

◼ 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関

する基準の一部を改正する命令等の施行について（こども家庭

庁・文部科学省通知） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◼ 令和６年能登半島地震に係る保育関係の災害対応に

ついて（周知）（その７）が発出される（こども家庭庁、

文部科学省） 
 

令和6年3月18日にこども家庭庁と文部科学省の連名で表記事務連絡が発出されました。

これは、令和 6年能登半島地震の発災以降に発出されている事務連絡について追加事項を周

知するものです。 

今回の事務連絡では、オールこども石川（全国保育士会委員ニュース第 49 号既報）にお

いて、令和 6年能登半島地震及びこれに伴う災害により被災した児童を受け入れている全国

の保育所（保育所、地域型保育事業所、認定こども園（全類型）および幼稚園）に対し、被

災児童（家庭）に対する支援金、物品購入（着替え、食器等）に関する補助を行うことが記

されています。 

上記補助については、各市区町村において、受け入れ施設に対する案内と申し込みの取り

まとめが実施される予定です。申し込みについては、補助を希望する受け入れ施設から各市

区町村へ別添 1の申込様式を提出し、各市町村において当該受け入れ施設で被災児童を受け

入れていることを確認のうえ、各市区町村からオールこども石川へ提出がされます。その後、

提出を受けたオールこども石川において、受け入れ施設と直接調整の上、順次支援金を振り

込むとされています。 

 詳細については、別添 PDF、エクセルデータをご覧ください。 

令和 6 年 3 月 18 日 （令和 5 年(2023 年)度第 59 号） 

全国保育士会委員ニュース 

 

 

 

ホームページで、こども家庭庁による 

「こども誰でも通園制度（仮称）」説明会 動画を公開中！ 
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◼ 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及

び運営に関する基準の一部を改正する命令等の施行

について（こども家庭庁・文部科学省通知） 
 

こども未来戦略において示された 4・5歳児の職員配置および 3歳児の職員配置の改善を

実施するため、令和 6年 3月 13日、下記が公布され、令和 6年 4月 1日より施行されます。 

・「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改

正する命令」（令和 6年内閣府、文部科学省令第 1号） 

・「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 及び 家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準の一部を改正する内閣府令」（令和 6年内閣府令第 18号） 

・「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二

項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び

運営に関する基準の一部を改正する告示」（令和 6年内閣府、文部科学省告示第 1号） 

職員配置基準の改善については、こども未来戦略において、4・5 歳児について、30 対 1

から 25対 1への改善を図り、それに対応する加算措置を設けること、また、これと併せて

最低基準の改正を行う（経過措置として当分の間は従前の基準により運営することも妨げな

い）とされました。 

これを受け、今回、各教育・保育施設において従事する職員等の数を定めた規定のうち、

満 4 歳以上児の職員配置基準を 30 対 1 から 25 対 1 へと改善する改正が行われ、満 3 歳児

の職員配置基準についても 20対 1から 15対 1へ、併せて改正がおこなわれました。 

また、財政支援として、私立の教育・保育施設については、公定価格の加算措置を設けて

おり、当該加算等の活用により、職員配置の改善を積極的に進めてほしいとされました。 

公立の教育・保育施設については、公立施設の運営費は、市町村 10/10 負担とされていま

すが、3歳児（15対 1）や 4・5歳児（25対 1）の職員配置の改善に要する経費も含め、そ

の地方負担分について普通交付税措置を講じることとされています。 

各都道府県及び市町村においては、本改正の趣旨や財政支援の措置に鑑み、保育士等の確

保の取組を進めつつ、公立施設及び私立施設の職員配置の改善を積極的に推進することが求

められています。 

なお、今後、公立施設を含め、職員等の配置の改善状況を把握する予定とされています。 

 詳細については、別添 PDFをご覧ください。 


